
 

    

 
 
 
 
5 参考資料 

P.57 ①請求書送付先確認用紙 

P.58 ②別紙 1 申込品の説明 

P.59 ③別紙 2 既登録との相違点 

P.60 ④別紙 3 OEM の説明書 

P.61 ⑤別紙 4 OEM の合意書 

P.62 ⑥別紙 5-1 認証マーク自社製作説明書（外注先が 1社の場合） 

P.63 ⑦別紙 5-2 認証マーク自社製作説明書（外注先が複数社の場合） 

P.64 ⑧別紙 6 権利移譲合意書 

 

注）別紙 1～6については、参考資料となりますので、その内容が十分であれば必ずしも書式に従

う必要はありません。 
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請求書送付先等確認用紙 （ 設定 ・ 変更 ）
 

１.「（２）審査登録料・登録維持料等の請求先」と「（３）抜取検査手数料、定期工場調査料の請求先」

はそれぞれご記入下さい。同じ場合は｢同上｣とご記入いただいて結構です。 

２. 「(a)請求書の御宛名」にはお振込の際に使用する名称をご記入下さい。 

３. 「(b)請求書送付先」には担当者名までご記入下さい。 

 

（１）設定・変更対象 

認証申込者 

（会社名） 
 

認証登録 

番号 
 

 

 （２）審査登録料、登録維持料等の請求先（郵送先＝認証業務のご担当者） 

※認証登録証、事務連絡等書類の郵送先にもなります。 

 

  

（a）請求書 

の御宛名 

フリガナ  フリガナ  

会社名  事業所（工場）名  

（b）郵送先 

の住所情報 

会社名  事業所（工場）名  

部署名  担当者名  

郵便番号 〒 

 

TEL： 

住所 FAX： 

※事務局使用欄 管轄及び地区コード  既請求コード  

 

（３）抜取検査手数料、定期工場調査等の請求先（1 品質確認工場 1請求先） 

品質確認実施工場名①  

（a）請求書 

の御宛名 

フリガナ    

会社名    

（b）郵送先 

の住所情報 

会社名    

部署名    

郵便番号 〒 

 

TEL： 

住所 FAX： 

※事務局使用欄 管轄及び地区コード  既請求コード  

品質確認実施工場名②  

（a）請求書 

の御宛名 

フリガナ  フリガナ  

会社名  事業所（工場）名  

（b）郵送先 

の住所情報 

会社名  事業所（工場）名  

部署名  担当者名  

郵便番号 〒 

 

TEL： 

住所 FAX： 

※事務局使用欄 管轄及び地区コード  既請求コード  

※太線で囲まれた箇所のみご記入ください。 
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別紙 1 

 

1 申込品の説明 

 （1）申込概要 

 

 

 

 （2）性能試験結果 

 

 

 

 

 （3）作動及び操作 

 

 

 

 

 （4）凍結防止の方法 

 

 

 

 

 （5）型式の説明 

 

 

 

 

 （6）製造工場の識別方法 

 

 

 

 

 （7）その他 

 

 

 

 

2 浸出性能試験の説明（供試品の選定方法） 
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別紙 2 

 

既登録との相違点 

 

 今回申込みのもの 既登録のもの 

認証登録番号   

型式又は略号   

登録年月日 ―  年  月  日 

性能項目   

変更箇所   

変更理由  
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別紙 3 

1 概要 

  本申し込みは、既認証取得者         の製品を当社が販売するものである。 

 

 2 申込品の説明 

 

既認証登録内容 今回申込内容 

認証取得者名 

 

 

申込者名 

 

 

既認証登録番号 型式又は略号 型式又は略号 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 連絡担当者 

  既認証取得者 

住 所 ： 〒 

会 社 名 ：  

所属  氏名  ：  

 TEL： FAX： 

 

  本申込者 

住 所 ： 〒 

会 社 名 ：  

所属  氏名  ：  

 TEL：  
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別紙 4 

 

 

 

年  月 日

 

公益社団法人 日本水道協会  

品質認証センター長様 

 

 

申込者名   

住所 
 

代表者名 

又は責任者名 

 
印 

 

 

 

連携販売（ＯＥＭ）方式認証申込書 

 

既認証取得者は、連携販売（ＯＥＭ）方式による認証申し込みに合意いたします。 

 

 

既認証登録番号   

既認証取得者名   

住所  

代表者名又は責任者名  印 
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別紙 5-1 

 

年   月   日 

公益社団法人 日本水道協会 

品質認証センター長 

認証取得者名   

住所 
 

代表者名 

又は責任者名 

 
印 

 

品質認証マークの取り扱いについて 

 

表記について、品質認証マーク管理要綱に基づき、自社にて下記の通り作成し取り扱いいたしますの

で届出します。 

記 

 

1. 認証マークの種類 

    印刷   鋳出し  その他（   ） 

 

2. 認証マークの作成場所 

    外注（名称及び住所）： 

品質確認実施工場（名所及び住所）： 

 

3. 認証品への認証マークの表示場所 

    外注（名称及び住所）： 

品質確認実施工場（名所及び住所）： 

 

4. サンプル（現物もしくはカラー画像） 

 

 

5. 認証登録番号 

 

 

6. 2 及び 3項で外注の場合は、取り交わした契約書の写し 

 

 

【本届出の連絡担当者】 

住所： 

会社名： 

部署： 

氏名： 

連絡先（TEL）： 
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別紙 5-2 

年   月   日 

公益社団法人 日本水道協会 

品質認証センター長 

 認証取得者名 

 住所 

 代表者名又は責任者名 印 

 

品質認証マークの取り扱いについて 

 

表記について、品質認証マーク管理要綱に基づき、自社にて下記一覧表の通り作成し取り扱いいたし

ますので届出します。 

記 

 

認証マークの表示場所 1 

外注（名称及び住所）： 

品質確認実施工場（名称及び住所）： 

№ 

認証マークの種類

［印刷、鋳出し、その

他（  ）］ 

認証マークの作成場所 

（名称及び住所） 

認証マークの作成方法 

（外注、品質確認実施工場

にて作成） 

対象の 

認証登録番号 

サンプル 

（現物もしくはカ

ラー画像） 

文書による

契約の有無 

 

 
      

 

 

 

      

 

認証マークの表示場所２ 

外注（名称及び住所）： 

品質確認実施工場（名称及び住所）： 

№ 

認証マークの種類

［印刷、鋳出し、その

他（  ）］ 

認証マークの作成場所 

（名称及び住所） 

認証マークの作成方法 

（外注、品質確認実施工場

にて作成） 

対象の 

認証登録番号 

サンプル 

（現物もしくはカ

ラー画像） 

文書による

契約の有無 

 

 
      

 

 

 

      

 

 

【本届出の連絡担当者】 

住所： 

会社名： 

部署： 

氏名： 

連絡先（TEL）： 
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別紙 6 

 

 

 

 

認証登録に関わる権利移譲合意書 

 

 

 

       は、認証登録番号  －   を、        へ認証登録に関する権利を譲渡す

ることを合意したので、提出します。 

 

 

 

   年  月  日 

 

 

 譲渡者 

   

   

住所 
〒 

 

代表者名 

又は責任者名 
 印 

TEL  
 

 

 

 

 譲受者 

     

   

住所 
〒 

 

代表者名 

又は責任者名 
 印 

TEL  
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